
 

第三期長野県子ども・子育て支援事業支援計画について 

こども・家庭課 

 

１ 計画の趣旨 

  子ども・子育て支援法の規定により、県は国が定める基本指針に基づき、広域性と専門性を有

する立場から、各市町村が策定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」を踏まえた「長野

県子ども・子育て支援事業支援計画」（以下「県計画」という。）を令和６年度中に策定する。 

     

２ 計画期間 

  令和７年度～令和 11 年度 

 

３ 基本指針に基づき県計画に定める事項 

R6.10発出の国の基本指針により記載事項が確定 

基

本

的

記

載

事

項 

区域の設定 市町村が定める教育･保育提供区域を勘案した区域の設定 

サービス等の提供 
県が定める区域毎の各年度の教育･保育等の量の見込み、提供体制の

確保の内容及びその実施時期 

教育・保育の一体的提供 
認定こども園の普及等、教育･保育の一体的提供の推進に関する体

制の確保の内容 

従事者の確保及び資質

の向上 

教育・保育に従事する者等の確保及び資質の向上のために講ずる措置

に関する事項 

専門的な知識及び技術

を要する支援 

子どもに関する専門的知識及び技術を要する支援に関する施策の実

施に関する事項 

関係機関との連携 
子どもに関する専門的な知識及び技術を要する支援に関する施策の

円滑な実施のために必要な市町村との連携に関する事項 

任

意

記

載

事

項 

広域調整 市町村の区域を超えた広域的な見地から行う調整に関する事項 

情報の公表 教育･保育に関する情報の公表に関する事項 

他施策との連携 雇用環境の整備に関する施策との連携に関する事項 

    ※ 県計画は、各市町村が策定する「市町村子ども・子育て支援事業計画」の積み上げが

基本となる。 

 

 

 

 

資料５ 



４ 基本指針の改正が予定されている項目（R6.7 現在） 

○ 第三期計画において新たに追加が予定されている事項 

ア 「関係機関との連携」（基本的記載事項） 

下記の事業について市町村と都道府県の連携について記載 

 

イ 「教育・保育の一体的提供」（基本的記載事項） 

こども誰でも通園制度について記載 

   

５ 策定スケジュール 

  

 

事業名 事業内容 

子育て世帯訪問支援事業 家事・子育て等に対して不安や負担を抱える子育て家庭、

妊産婦、ヤングケアラー等がいる家庭の居宅を、訪問支

援員が訪問し、家庭が抱える不安や悩みを傾聴するとと

もに、家事・子育て等の支援を実施する。 

児童育成支援拠点事業 養育環境等に課題を抱える、家庭や学校に居場所のない

児童等に対して、当該児童の居場所となる場を開設し、

児童とその家庭が抱える多様な課題に応じて、生活習慣

の形成や学習のサポート、進路等の相談支援、食事の提

供等を行うとともに、児童及び家庭の状況をアセスメン

トし、関係機関へのつなぎを行う等の個々の児童の状況

に応じた支援を包括的に提供する。 

親子関係形成支援事業 児童との関わり方や子育てに悩み・不安を抱えた保護者

が、親子の関係性や発達に応じた児童との関わり方等の

知識や方法を身につけるため、当該保護者に対して、講

義、グループワーク、個別のロールプレイ等を内容とし

たペアレント・トレーニング等を実施するとともに、同

じ悩みや不安を抱える保護者同士が相互に悩みや不安を

相談・共有し、情報の交換ができる場を設けることで、

健全な親子関係の形成に向けた支援を行う。 
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